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西条市庁舎　℡0897－56－5151　　東予総合支所　℡0898－64－2700
丹原総合支所　℡0898－68－7300　　小松総合支所　℡0898－72－2111

市民税所得割世帯

所得税課税額
248,000円以上459,000円未満

所得税課税額

48,000
（24,000）
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生活保護世帯 0 0 0

市民税非課税世帯

市民税均等割世帯

所得税課税額

所得税課税額
 34,000円以上 51,000円未満
所得税課税額
 51,000円以上 72,000円未満
所得税課税額
 72,000円以上113,000円未満
所得税課税額
113,000円以上180,000円未満
所得税課税額
180,000円以上248,000円未満
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※母子世帯または在宅障害児（者）のいる世帯で、Ｂ階層と認定された場合は保育料が
　無料となり、Ｃ階層と認定された場合は1,000円減額されます。

34,000円未満

459,000円以上
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